
 

３月９日（月）に各担任が家庭訪問を行います。 次のものを持参します

ので、よろしくお願いします。 

※児童のみ在宅の家庭にもさせていただきます。 

※若竹学級に通級している児童については、若竹で配付物を手渡し、家庭

訪問を実施しません。 

 

 １ 臨時休業中の過ごし方についてのプリント（和歌山県教育員会） 

 ２ 学年からの手紙 

 ３ 臨時休業中の学習課題 

 ４ ３月分給食費の返金（１の２、１の３、１の４、５の２） 

 

○今後の予定については、決定次第、ぐるりんメール等にて連絡いたします。 

○ぐるりんメールで健康状態の確認をさせていただきます。 

 （火曜日、金曜日に配信予定です。） 

○６年生については、家庭訪問時に入校許可証を回収させていただきます。 

 


